
(１)生産年齢人口の減少
・生産年齢人口の減少・少子高齢
化は全ての都市共通の課題

・人口減少は消費の縮小、生産年齢
人口の減少は人手・雇用の不足や社
会活力の低下を呼ぶおそれ

・安定した経済成長・拡大を図るた
めには、生産性の向上が必須

・将来的な移住にもつながる関係人
口の創出・拡大も重要に

(７)「対面」と「偶然の出会い」(６)「多様性」と「新結合」 (９)「居心地」と「つながり」 (10)「新技術」と「新制度」
・IT等により、世界中のモノ、情報
の入手が容易となり、まちの役割を
侵食
・一方、対面でしか得られない「アイ
ディア」「暗黙知」「信頼関係」「偶
然の出会い」などの価値の高まり

(３)都市間競争の加速
・人材・企業は、局所的に集積(ｽ
ﾊﾟｲｷｰ化)し、都市化とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化
等でこの傾向は加速

・ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの推進、ｴｺｼｽﾃﾑの
形成が重要に

・都市間競争は加速し、人材、ｽﾀｰ
ﾄｱｯﾌﾟ環境や文化交流などのほか、
居心地の良さ、かっこよさ、本物感な
ど高いﾚﾍﾞﾙの磁力が必要

(４)働き手・働き方の多様化
・女性や高齢者等の就業が拡大

・働き方改革やWLB重視傾向から、
ﾃﾚﾜｰｸ､ﾌﾘｰﾗﾝｽ等働き方が多様化、
ﾜｰｸﾌﾟﾚｲｽにもｼｪｱｵﾌｨｽやｺﾜｰｷﾝｸﾞｽ
ﾍﾟｰｽなど変化

・ライフスタイルの多様化、ユニバーサ
ルデザインなどまちに求められる機能
も変化

(２)知識集約型経済の拡大
・大企業をはじめ企業やﾋﾞｼﾞﾈｽのあり
方もｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ、ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟとの
連携・拡大、ｴｺｼｽﾃﾑの形成など変化

・第２次産業から第３次産業へと転
換し、「クリエイティブ人材」も増加

・「モノ」消費から、体験・経験など「コ
ト」消費指向に(インバウンドも)

・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝは異なる組合せによる
「新結合」により生まれる
・均質な者同士での交流では組合
わせに限界。これまでと異なる多様
な人材等の組合せが重要

・未来が不確実な中、人々を行動
に駆り立てるのは「共感」や「達成
感」
・完成形を求めず、常に楽しみなが
ら「育成」、「アップデート」していく漸
進的なマネジメントが有効

・個々人の身体、精神のみならず、
社会的にも満たされた状態こそが
幸せと健康の鍵
・あらゆる人にとって居心地の良い
場、サードプレイス、ゆるやかなつな
がりが重要

・新技術を社会課題解決に活用し、
ハピネスの実現に寄与するSociety
5.0を実現する時代
・脱均質、個性や予測不能なチャ
レンジを後押しできる制度が必要

１．都市経済・社会をめぐる「10の潮流」
(５)ソーシャルキャピタルの低下
・世帯数が減少し、単身世帯や高齢
者世帯が増加

・町会・自治会等の加入率は減少
傾向、新たなつながりが必要

・日本は社会的つながり(ｿｰｼｬﾙｷｬﾋﾟ
ﾀﾙ)が弱いとの指摘

・個人の幸福、QOL、持続可能な社
会（SDGs）等も重要

(８)「共感」と「育成」

（出典）森記念財団「世界の都市総合力ランキング２０１8 」を基に国土交通省都市局作成

世界の都市総合力ランキング2018一人当たり名目GDPの推移

３位

26位

USドル

（出典）IMF「世界の名目GDP国別ランキング・推移」に基づき国土交通省都市局作成 （出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」
に基づき国土交通省都市局作成

単身世帯・高齢者世帯割合の推移

39%

44%

女性・高齢者（65~69歳）の就業率

（出典）総務省「労働力調査」に基づき国土交通省都市局作成
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（出典）QUOD提供データに基づき国土交通省都市局作成

日本の産業別従業員数

一次産業

二次産業

三次産業

クリエイティブ産業

5%

17%

※クリエイティブ産業は三次産業の一部

我が国の高齢化率：
26.6％（2015）→ 35.3％（2040）

若年層（20～39歳）の増加率：
-16.5％（2015 → 2030）

日本の１人当たり名目GDP：
世界3位（1994）→ 26位（2018）

VC等によるベンチャー投資額：
5年で2.7倍（2012 → 2017）

日本における知識集約型産業の労働人口割合：
5%（1966）→ 17%（2016）

娯楽ｻｰﾋﾞｽに支出した訪日外国人率:
21.5%（2012）→ 40.9%（2018）

世界における都市人口：
55％（2018）→ 68％（2050）

（※メガ33都市に１/８が居住）

世界の都市総合ランキング(2018):
東京 第3位（ＮＹ，ロンドン）

アジア諸都市の追い上げ

女性、高齢者就業率：50％、44％（2017）

コワーキングスペース：
新規床面積 約８倍（2013 → 2018）

フリーランスの経済規模：
14兆円（2015）→ 20.1兆円（2018）

共働き世帯（2017）：1千万世帯に

単身世帯、高齢世帯の割合：4割超へ（2040）

東京都の自治会参加率：
61%（2003）→ 54%（2013）

日本のソーシャルキャピタル：
149か国中99位（2018）

日本の社会的孤立：
OECD20カ国中1位（1999～2002）
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２．今後のまちづくりの方向性と「10の構成要素」
○ 今後のまちづくりにおいては、コンパクト・プラス・ネットワーク等の都市再生の取組をさらに進化させ、官民のパブリック空間を
ウォーカブルな人中心の空間へ転換し、民間投資と共鳴しながら「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を形成する必要。
○ これにより、多様な人々の出会い・交流を通じたイノベーションの創出や人間中心の豊かな生活を実現し、まちの魅力・磁力・
国際競争力の向上が内外の多様な人材、関係人口を更に惹きつける好循環が確立された都市の構築を図るべき。

※地域特性に応じた取組を、歩ける範囲のエリアで集中的あるいは段階的に推進
※人口規模の大小等を問わず、その特性に応じた手法で実施可能

「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」中間とりまとめ 概要②

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生
～都市におけるイノベーションの創出と人間中心の豊かな生活の実現～



「居心地が良く歩きたくなるまちなか」形成のイメージ例

「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」中間とりまとめ 概要③

Walkable 歩きたくなる
居心地が良い、人中心の空間を創ると、
まちに出かけたくなる、歩きたくなる。

Eye level まちに開かれた１階
歩行者目線の１階部分等に店舗やラボがあり、
ガラス張りで中が見えると、人は歩いて楽しくなる。

Diversity
多様な人の多様な用途、使い方

多様な人々の多様な交流は、
空間の多様な用途、使い方の共存から生まれる。

Open 開かれた空間が心地良い
歩道や公園に、芝生やカフェ、椅子があると、
そこに居たくなる、留まりたくなる。

都市構造の改変等

道路を占用した夜間オープンカフェ
（福岡県北九州市）

1階をガラス張りの店舗にリノベーションし、
アクティビティを可視化
民間敷地の一部を広場化（宮崎県日南市）

駅前のトランジットモール化と広場創出(兵庫県姫路市)

２つの開発の調整により
一体整備された神社と森(東京都中央区)

公園を芝生や民間カフェ設置で再生（東京都豊島区）

○都市構造の改変（通過交通をまちなか外
へ誘導するための外周街路整備等）
○都市機能や居住機能の戦略的誘導と

地域公共交通ネットワークの形成
○拠点と周辺エリアの有機的連携

○データ基盤の整備（人流・交通流、都市
活動等に係るデータプラットフォームの構築等）等

居心地が良く歩きたくなるまちなか

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生
～都市におけるイノベーションの創出と人間中心の豊かな生活の実現～

※地域特性に応じた取組を、歩ける範囲のエリアで集中的あるいは段階的に推進
※人口規模の大小等を問わず、その特性に応じた手法で実施可能



(９)芝生のチカラの活用
①スタートアップのオフィスや住居としての活用推進
②リノベーションや小規模な建替え、コンテンツの創出等も含めた市街地整備の推進
③事業完了前の暫定利用による都市の価値の維持・事業採算の改善等
④事業完了後のエリアマネジメントまで見据えた取組の推進
⑤広域的な公共貢献の評価等による拠点的なエリアの都市環境の改善
⑥権利関係が複雑なオフィスビル等の建替えの円滑化 等

①国際競争力やエリア価値向上に資する都市再生事業の推進
②スマートシティの全国展開
③個性ある都市再生事業の推進方策の検討
④ 「昭和遺産（仮称）」の保全・活用
⑤鉄道沿線ごとの特徴を活かした魅力ある都市再生の推進 等

①ストリート・デザイン・ガイドラインの作成
②日本版ウォーカビリティ・インデックス（仮称）の開発

等

①多様な資産調達手法の活用促進
②地産地消のまちづくり活動を支える仕組み
③公共空間の運営等に係る金融支援の検討
④公共公益施設の再編等を通じたまちづくりに対する金融支援の推進 等

①全国的中間支援団体と国土交通省等との協力深化 ②まちづくり関係者と国土交通省との政策対話の開始 ③URの知見・能力の活用 等(７)全国ネットワークの形成
(10)ウォーカブル・シティの形成

(４)オンリーワン都市再生の推進

①まちなかの「芝生地の造成・管理」に関する懇談会
(仮称)の設置
②市民緑地認定制度やSEGES（緑の認定制度）
の活用促進
③バイオフィリックデザインの導入の促進検討 等

(８)老朽化・陳腐化した市街地再生の検討

(６)多様な資金の循環の促進

３．「まちなかウォーカブル推進プログラム（仮称）」～国による「10の施策」～

●市町村や民間事業者等による取組を国が支援

①オープンイノベーション、イノベーション・エコシステム形成の推進
②都市・産業が連携したビジネス環境の整備の推進
③小さなチャレンジ型まちづくり活動の推進
④生産性が高まるオフィス環境の整備促進
⑤テレワークの推進 等

(１)人中心のまちなかへの修復・改変（リノベーション）
①まちなか修復・改変事業の一括的推進
②居心地の良さに着目した公共空間のデザインの工夫
③街路空間を人々が滞在・交流できる場に転換
④「かわ」と「まち」が融合した良好な空間形成
⑤低層部の充実に向けた地区計画やデザインガイドラインの活用促進
⑥民間パブリック空間の更新事業を促進する方策の検討
⑦昼も夜も歩きたくなる夜間景観の創出
⑧何か所も立ち寄りやすい公共交通の推進 等

①“ミクストユース空間”の拡大方策の検討
②民間空地等の利活用促進
③公園緑地の利活用によるまちなか活性化方策の検討
④多様化する利活用を促進する包括許可等の推進
⑤ワンストップ窓口の設置促進
⑥特例制度等の周知徹底 等

(２)まちなか空間の多様な利活用の促進

①ゆるやかな官民プラットフォームの形成・充実
②エリアマネジメント団体等都市再生推進法人の機能強化
③防災、環境・エネルギーへの取組強化
④エリア・データプラットフォーム構築の推進
⑤データ収集に必要な機器、設備等の設置促進
⑥まちづくり人材の育成 等

(５)官民プラットフォーム等の育成・充実

(３)オープンイノベーション、イノベーション・エコシステムの形成

●上記のほか、国自ら以下の取組を継続して展開し、官民の多様な主体による取組を更に推進
連携
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「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」中間とりまとめ 概要④

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生
～都市におけるイノベーションの創出と人間中心の豊かな生活の実現～




